
NSK安全宣言
一、私たちは危険予知活動と指差し呼称を徹底します。
一、私たちは指示・作業手順を厳守します。
一、私たちは報告・連絡・相談を徹底します。

安全衛生月間目標（１０月）
電気・機械災害の防止

１．機械器具の点検・整備
２．停電作業での感電防止
３．安全標識の活用
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イベント 10月 11月 12月

安全衛生委員会開催 10月24日 11月27日 12月20日

全国労働衛生週間（厚生労働省主唱） 10月1日～7日 － －

安全衛生教育
・職長・安全衛生責任者教育（新規・更新）
・低圧電気取扱特別教育

都度開催

施工パートナー安全衛生協議会 － 東京：11月12日 東京・大阪合同
12月10日

安全品質管理室主管安全パトロール 東京・東北 東京 東京

全国年末年始無災害運動（厚生労動省主唱） － － 12月15日～



NSKでは、総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・内閣官房・内閣府・東京都および
関係団体と連携した働き方改革の運動「テレワーク・デイズ」に実施団体として参加しました。

１．期 間 ：2019年7月22日（月）から8月2日（金）
２．対象拠点 ：東京本社および大阪営業所
３．内 容 ：モバイルパソコン等のICTツールを活用して

モバイルワークを実施
7月24日をコア日とし、九段本社は一斉に
モバイルワークを実施

４．実施場所 ：現場や打合せ先およびその付近、出張先や移動時、
自宅または自宅付近

実施した結果、社員からは通勤ストレス軽減や時間の効率利用という点から、テレワーク制度
を継続してほしいという声が多く、これからもNSKでは様々な働き方を検討して参ります。

安全パトロール管理 活動

衛生教育 健康イベント

ＮＳＫ株式会社
〒102-0074
東京都千代田区九段南2-3-1青葉第一ビル
https://www.nsk-net.co.jp
安全の取り組みバックナンバーはこちら
https://www.nsk-net.co.jp/?page_id=541

当社では2018年1月に、すこやか推進宣言を制定し社員の
日々の健康、すこやかさを維持、向上していくことを目指し活
動を行っております。

2019年9月9日には、「正しい食事×効率的な運動」をテーマ
に株式会社ＭＴＧ様にご協力をいただき健康イベントを開催い
たしました。
当日は、食べ過ぎを抑えつつ筋肉を効率よくつくるための正

しい食事（お弁当）を試食し、ＭＴＧ様が、サッカー選手のク
リスティアーノ・ロナウド選手と共同開発された『SIXPAD』
を参加者全員で体験しました。
日々の仕事に追われると普段の食事はつい簡単に済ましてし

まったり、運動をする機会が減ってしまったりしがちですが
自分たちの生活を見直す良い機会となりました。
今後もＮＳＫでは社員が現場で生き生きと活躍
できるように健康増進の取り組みを行って
まいります。11月には昨年も参加しましたリレー
マラソンにも参加予定です。
暑い夏が終わり、運動するには気持ちの良い季

節を迎えます。皆様もお休みの日などに会社の仲
間や友人などと一緒に運動などされてみてはいか
がでしょうか。

毎月の安全衛生委員会で安全パトロールの報告を行っていま
す。実施者からの良かった点と指摘事項についてご紹介します。

＜〇良かった点＞
１．新店の商業施設内工事で空調が効いていなかったが、扇風

機等を準備し、且つこまめに休憩・水分補給を行い、熱中
症対策が出来ていた。

２．天井内ケーブル敷設作業にあたっては、7尺および8尺の脚
立を使用していたが、補助員がしっかりと付いて安全対策
が取られていた。

＜×指摘した点＞
１．材料置場にビニールシートは敷かれていたが、隣に他業者

の材料も置かれていたため、カラーコーン・トラバーで
区画するように指示した。

九段本社防災教育

９月２０日(金)の防災訓練と併せて、防災教育（所要時間１
時間３０分）を実施いたしました。
会場の関係で総勢２５名の講習会になりましたが、講習内容

としては、東京都帰宅困難者対策条例を基に以下の４点を実施
しました。

①東京都・千代田区の防災方針の説明と一時退避場所等の確認
②最近変わった防災用語(千代田地区は地区内残留地区）
③災害時のお水でカップ麺体験！
④NSKの備蓄品の展示等(見て、触って、担いでみましょう）
③のカップ麺をお水で２５分待ってから食べてもらう体験で

は、６名の社員と役員に実施してもらいました。麺も程よい硬
さで案外おいしいと好評でした。又、災害時に給水車から配給
される水の重さ(６ℓの水を背負う体験）も体験してもらいまし
た。

３．１１から月日が経ちました
が、あの時体験したことが形骸化
されないためにも、社員の防災に
関する意識の向上に寄与できるよ
う、今後も防災教育にも力を入れ
てまいります。

九段本社防災訓練
大正１２年９月１日に発生した関東大震災、その大惨事を忘

れない為に、９月１日を防災の日と定められました。
私たちも平成の時代に阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本

大震災等を始め、多くの自然災害の洗礼を受けてまいりました。
教訓として、災害時は“自助”すなわち「自分の身は自分で守

る」ことが一番重要であり、そのために事前の備えとして、
「訓練・教育等」が必要とされています。
東京の災害対策として重きを置いているのが「地震火災」に

よる延焼であります。九段本社周辺は火災延焼が少ない地域
「地区内残留地区」となります。そのことの社員への周知と訓
練として、九段本社では９月20日(金)に入居ビルのビル火災を
想定した防災訓練を実施しました。
火災発生による緊急退避を目的とし、出火情報を受け、在籍

社員は速やかに退避し、災害時退避場所(北の丸公園）に移動、
退避所に避難後、各部署ごとの人員確認報告及びビル鎮火の報
告を受け、災害対策本部長の指示で本社ビルに戻るまでの防災
(避難)訓練を実施いたしました。

今後も社員の身の安全と防災意識を高めるために、継続的に
防災訓練を実施していきます。
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